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令和７年第３回上里町教育委員会定例会 議事日程 

 

日 時 令和７年３月２８日（金）午後 9時 30分 

場 所 上里町役場 ３階 教育委員会室 

 

１ 開 会 

 

２ 前回会議録の承認 

 

３ 議 事 

（１）承認第１号  専決処分の承認を求めることについて 

（２）議案第９号  学校薬剤師の委嘱について 

（３）議案第１０号 上里町スポーツ推進委員の委嘱について 

（４）議案第１１号 令和６年度要保護及び準要保護児童・生徒の認定について 

（５）議案第１２号 令和７年度上里町公立学校教職員の人事異動について 

（６）議案第１３号 令和７年度上里町教育委員会所管職員の人事異動について 

（７）議案第１４号 令和７年度会計年度任用職員の任用について 

（８）議案第１５号 令和７年度地区公民館長の任命について 

（９）議案第１６号 上里町英語検定料補助金交付要綱の一部を改正する告示について 

（10）そ の 他 

 

４ 教育長報告 

 

５ その他の事項 

次回の教育委員会日程について    日 時 令和７年 ４月  日（ ） 時 分 

                       場 所   

６ 閉 会 

 

  【 休 憩 】 

〇 教育委員会報告・連絡会議 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

令和７年第３回上里町教育委員会会議録  

 招集月日 

会議日程 

招集者及び宣告者 

令和７年 ３月２８日（金） 

） 開 会   午前 ９時３０分 

時００分 

 

 教育長 齊藤 雅男 議 長 

閉 会 

教育長 齊藤 雅男 

招集場所  上里町役場 ３階 教育委員会室 

  午前１０時０８分 

冶 じ時２６分 

時時５５分 

時２２分 

教  育  委  員 
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望 月  誠 

       

秀夫 

 

委

員

出

席

状

況 

＜挨拶・開会宣言＞ 

 

 

前回会議録の確認をお願いいたします。ご不明な点等ございましたら

ご発言願います。 

 

＜特になし＞ 

  

特に無いようですので、前回の会議録については、ご承認頂けたもの

といたします。事務局は手続きをお願いします。今回の会議録署名委員

は、阿久戸委員にお願いいたします。 

 

それでは、本日の議事に入りたいと思います。 

本日は 承認が１件、議案が８件となります。なお、議案第１１号か

ら議案第１５号は、個人情報が含まれる内容および人事案件であります

ので、会議の内容を非公開といたしたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

 

＜了解＞ 

 

議案第１１号から議案第１５号につきましては、会議の内容を非公開

とさせていただきます。それでは、「 承認第１号 専決処分の承認を求

めることについて」を議題といたします。 

事務局、説明をお願いします 

１．開会 

        教育長 

 

２．前回会議録の承認 
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教育総務課長補佐 
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吉 村  香 織 

生涯学習課長 
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ご提案申し上げました、承認第１号「専決処分の承認を求めること

について」の提案説明を申し上げます。 

提案理由でございますが、令和７年第２回上里町議会定例会へ教育

予算の（変更）を提出したため、本案を提出するものであります。 

概要及び内容について、ご説明申し上げます。 

概要でございますが、令和７年度上里町教育予算の（変更）につい

て、緊急に事務処理を行う必要があり、かつ、委員会を招集する時間

がなかった為に令和７年３月２１日付にて上里町教育委員会教育長に

対する事務委任規則第２条第２項の規定により専決処分したので、同

規則第３条第１項の規定に基づき、委員会にこれを報告し、その承認

を求めるものであります。 

続きまして、内容でございます。１として予算の変更でありますが、

歳出予算の総額に２７万円を増額し、総額を１３億５，７０４万７千

円とするものです。また、歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分

ごとの金額並びに変更後の金額は、「第１表 歳出予算」のとおりであ

ります。項１教育総務費は、２７万円の増額変更で、教育委員会事務

局運営事業の増額です。  

以上で、承認第１号「専決処分の承認を求めることについて」の提

案及び内容説明とさせていただきます。 

慎重審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

続きまして、担当よりお手元の「令和７年度上里町教育予算に関す

る説明書」で説明をさせていただきます。 

 

令和７年度上里町教育予算の（変更）の詳細につきまして、ご説明

いたします。「上里町教育予算に関する説明書」をご覧ください。  

令和７年度上里町教育予算につきましては、２月の定例教育委員会

にて委員の皆様にご承認いただき、上里町議会定例会に提出いたしま

したが、３月１７日の本会議においてお認めいただけなかったため、

一部を変更し３月２１日に再度審議を行いご議決いただいたものでご

ざいます。議案には、変更となりました教育総務費についてのみ、変

更後の予算書を添付しております。 

内容につきましては、最後のページをご覧ください。こちらにてご

説明させていただきます。下の表をご覧ください。款９教育費 項１

教育総務費の表、右の説明欄をご覧ください。「教育委員会事務局運営

事業」は２7万円の増額変更です。内容でございますが、「１８負担金、

補助及び交付金」の増額です。こちらは、当初の予算案では、公立小 
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中学校で給食の提供を受けている年齢の高い順から２番目以降に該当

する児童生徒に係る給食費の補助を行うとしておりましたが、これを

公立小中学校に就学する児童生徒の給食費の一部補助（３分の１程度）

に変更したため、学校給食費補助金を増額するものでございます。最

後のページに専決処分書の写しを添付させていただいておりますの

で、ご確認願います。上里町教育予算の（変更）の説明は以上でござ

います。 

 

 委員の皆様から何かご質問、ご意見ございますか？  

 

＜特になし＞ 

 

承認第１号の件につきましては、事務局提案のとおり承認すること

でよろしいでしょうか。 

 

 ＜了承の声＞ 

 

ありがとうございます。承認第１号は、事務局提案のとおり承認さ

れました。 

続きまして、議案第９号「学校薬剤師の委嘱について」を議題とい

たします。事務局、説明をお願いします。 

 

議案第９号「学校薬剤師の委嘱について」の提案説明を申し上げま

す。 

提案理由でございますが、上里町立神保原小学校学校薬剤師の大澤 

京子氏が３月３１日をもって辞任することに伴い、本庄市児玉郡薬剤

師会より新たに推薦があったため、委嘱を行いたく、本案を提出する

ものでございます。 

概要でございますが、学校保健安全法第２３条第１項及び第２項に

おいて、学校には学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を配置すること

と規定されていることから、現任者の辞任により新たな学校薬剤師の

委嘱が必要となったため、議決を求めるものでございます。 

次に内容でございます。委嘱者でありますが、氏名 内田聡子氏、 

勤務先は株式会社イーストグループ、生年月日と住所は記載のとおり

でございます。勤務校は上里町立神保原小学校、委嘱年月日は令和７

年４月１日でございます。 
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以上で、学校薬剤師の委嘱についての提案及び内容説明とさせてい

ただきます。 

慎重審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

 

委員の皆様から何かご質問、ご意見ございますか。 

  

＜特になし＞ 

 

議案第９号の件につきましては、事務局提案のとおり決することで

よろしいでしょうか。 

 

＜異議なし＞ 

 

ありがとうございます。議案第９号は、事務局提案のとおり決定さ

れました。 

続きまして、議案第１０号「上里町スポーツ推進委員の委嘱につい

て」を議題といたします。事務局、説明をお願いします。 

 

ご提案申し上げました、議案第１０号「上里町スポーツ推進委員の

委嘱について」の提案説明を申し上げます。 

提案理由でございますが、上里町スポーツ推進委員の任期が令和７

年３月３１日で任期満了になるため、上里町スポーツ推進委員に関す

る規則第４条第１項及び第３項の規定により本案を提出するものでご

ざいます。 

委嘱につきましては、新井英男氏、青木よし子氏、岩田徹氏、高野

勇氏、齋藤真理子氏、岸本真紀氏、佐々木小百合氏、齊藤敏秋氏、間々

田一紀氏、坂本剛氏、松﨑玲子氏、大野瑞樹氏、山内美咲氏、飯島健

太氏の１４名でございます。 

なお、委嘱期間につきましては、令和７年４月１日から令和９年３

月３１日まで２年間でございます。以上で、上里町スポーツ推進委員

の委嘱についての提案及び内容説明とさせていただきます。慎重審議

の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

 

ただいまの説明につきまして、何かご質問、ご意見ございますか。 

 

＜特になし＞ 
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 議案第１０号の件につきましては、事務局提案のとおり決すること

でよろしいでしょうか。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

ありがとうございます。議案第１０号は、提案のとおり決定されま

した。 

続きまして、議案第１１号「令和６年度要保護及び準要保護児童・

生徒の認定について」を議題といたします。事務局、説明をお願いし

ます。 

 

議案第１１号「令和６年度要保護及び準要保護児童生徒の認定につ

いて」ご説明申し上げます。 

提案理由でございますが、要保護及び準要保護児童生徒を認定し、

学校運営の円滑化を図るため、本案を提出するものであります。 

概要及び内容についてご説明申し上げます。はじめに概要でござい

ますが、令和７年２月１７日から３月１４日までに申請のありました、

新規の申請者について、上里町要保護及び準要保護児童生徒就学援助

実施要綱第５条に基づき認定を行いたいものであります。 

続きまして、認定内容でございます。認定区分が準要保護の新規１

件１名であります。４月より町立小学校に、新１年生として入学を予

定している児童であります。 

なお、本案の認定開始は、令和７年３月１日からとなります。以上

で令和６年度要保護及び準要保護児童生徒の認定についての提案及び

内容説明とさせていただきます。慎重審議の上、ご議決賜りますよう

お願い申し上げます。 

＜申請者の詳細説明内容・質疑応答の内容は非公開＞ 

 

議案第１１号の件につきましては、事務局提案のとおり決すること

でよろしいでしょうか。 

 

＜異議なし＞ 

 

ありがとうございます。議案第１１号は、提案のとおり決定されま

した。 

続きまして、議案第１２号「令和７年度上里町公立学校教職員の人 
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事異動について」を議題といたします。事務局、説明をお願いします。 

 

ご提案申し上げました、議案第１２号「令和７年度上里町公立学校

職員の人事異動について」ご説明申し上げます。 

提案理由ですが、令和７年度上里町公立学校職員の人事異動につい

て、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２１条第１項第３号

の規定により、議決を求めるものでございます。 

内容につきましては、お配りいたしました異動表をご覧ください。 

以上、議案第１２号の提案説明とさせていただきます。慎重ご審議

の上、ご議決賜りますよう、お願い申し上げます。 

＜管理職個々の異動詳細説明内容・質疑応答の内容は非公開＞ 

 

議案第１２号につきましては、事務局提案のとおり決することでよ

ろしいでしょうか。 

 

＜異議なし＞ 

 

議案第１２号は提案のとおり決定されました。 

続きまして、議案第１３号「令和７年度上里町教育委員会所管職員

の人事異動について」を議題といたします。 

事務局、説明をお願いします。 

 

ご提案申し上げました、議案第１３号「令和７年度上里町教育委員

会所管職員の人事異動について」ご説明申し上げます。 

提案理由ですが、令和７年度上里町教育委員会所管職員の人事異動

について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２１条第１項

第３号の規定により、議決を求めるものでございます。２１日に上里

町職員人事異動計画書（内示）が示されました。 

教育委員会部局に関します異動内容は、お配りしました異動計画書

のとおりでございます。 

以上、議案第１３号の提案説明とさせていただきます。慎重ご審議

の上、ご議決賜りますよう、お願い申し上げます。 

＜異動詳細説明内容・質疑応答の内容は非公開＞ 

 

議案第１３号につきましては、事務局提案のとおり決することでよ

ろしいでしょうか。 

  

＜異議なし＞ 
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＜異議なし＞ 

 

ありがとうございます。議案第１３号は事務局提案のとおり決定さ

れました。 

続きまして、議案第１４号「令和７年度会計年度任用職員の任用に

ついて」を議題といたします。事務局、説明をお願いします。 

 

ご提案申し上げました、議案第１４号「令和７年度会計年度任用職

員の任用について」ご説明申し上げます。 

提案理由でございますが、上里町教育委員会において、一般職の会

計年度任用職員の任用を行いたいので、本案を提出するものです。 

続きまして内容ですが、上里町教育委員会として、別紙の者を会計

年度任用職員として任用したいので、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第２１条第１項第３号の規定により、議決を求めるもので

ございます。  

なお、任用期間は、令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで

であります。 

以上、議案第１４号の提案説明とさせていただきます。慎重審議の

うえ、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

＜任用者個々の説明内容・質疑応答の内容は非公開＞ 

 

議案第１４号の件につきましては、事務局提案のとおり決すること

でよろしいでしょうか。 

 

＜異議なし＞ 

 

議案第１４号は提案のとおり決定されました。 

続きまして、議案第１５号「令和７年度公民館長の任命について」

を議題といたします。事務局、説明をお願いします。 

 

議案第１４号「令和７年度上里町公民館長の任命について」提案説

明をさせていただきます。 

地区公民館長任命につきましては、社会教育法第２８条に規定に基

づき、５名の公民館長を任命するものでございます。 

地区公民館長については、会計年度任用職員制度の導入により、昨

年１２月１日発行の広報かみさとや町ホームページに募集掲載を行っ 
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地区公民館長については、会計年度任用職員制度の導入により、昨

年１２月１日発行の広報かみさとや町ホームページに募集掲載を行っ

たところ、６名の応募者があり、本年１月に書類審査及び面接試験を

実施し、最終選考を行った結果、本年２月に５名の採用内定を行った

ところでございます。地区公民館長の配置にあたっては、採用内定者

における公民館勤務実績を重視しつつ、地域性などにも配慮しながら

適材適所に努めたところでございます。 

なお、会計年度任用職員制度では、任用日から任用された年度の末

日までが任用期間となるため公民館設置及び管理条例第６条第３項に

規定していますように、非常勤公民館長の任期は、４月１日から翌年

の３月３１日までとなります。なお、地区公民館長として任命を予定

している者は、次の５名でございます。 

以上で、議案第１５号の提案説明とさせていただきます。慎重ご審

議の上、ご承認賜りますよう、お願い申し上げます。 

＜任用者個々の説明内容・質疑応答の内容は非公開＞ 

 

議案第１５号の件につきましては、事務局提案のとおり決すること

でよろしいでしょうか。 

 

＜異議なし＞ 

 

ありがとうございました。議案第１５号は提案のとおり決定されま

した。 

続きまして、議案第１６号「上里町英語検定料補助金交付要綱の一

部を改正する告示について」を議題といたします。 

事務局、説明をお願いします。 

 

議案第１６号「上里町英語検定料補助金交付要綱の一部を改正する

告示について」ご説明申し上げます。 

提案理由でございますが、上里町立小中学校における学力向上推進

事業の充実を図るため、本案を提出するものでございます。 

内容でございますが、これまで英検３級以上を対象としておりまし

たが５級以上に拡充し、新たに準２級プラスの枠ができたため様式第

１号を改めるものでございます。また、受検級に関係なく一律 

３，０００円の補助でしたが、令和７年度からは「検定料を支払った

ことを証する書類の写しの半額」とするものです。 
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以上で、議案第１６号の提案説明とさせていただきます。慎重ご審

議の上、ご議決賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

委員の皆様から何かご質問、ご意見ございますか。 

 

補助額を３，０００円から半額とした場合、保護者への補助が増額

になるのか。 

 

３級以上は３，０００円だと半額になりませんので、補助額は増額

となりますが、４級以下は半額になると減額となります。また、５級

に関しては裾野を広げることを目的にしており、補助制度の拡充によ

り英検を受けるきっかけになれば良いと思っております。 

 

申請の締切はいつか伺いたい。 

 

２月末日です。 

 

補助金交付件数を伺いたい。 

 

３月議会開会前の件数を申し上げます。３級が小学生２名、中学生

３２名、準２級が１９名、２級が２名で計５５名でございます。 

 

他にございますか。 

 

＜なし＞ 

 

議案第１６号の件につきましては、事務局提案のとおり決すること

でよろしいでしょうか。 

 

＜異議なし＞ 

 

ありがとうございました。議案第１６号は提案のとおり決定されま

した。 

続きまして、「その他」ですが、委員の皆様から何かご提案等ござい

ますか。 
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教育委員会の後援につきまして、ご報告いたします。お配りいたし

ました、左上に後援（共催）申請書と記載された資料をご覧ください。 

令和６年度に教育委員会に申請があり、後援承認を行った事業は、 

№１から№２９と資料の３枚目、３月１９日までの令和７年分の５

件の合計３４件です。開催日、申請者等が記載されておりますので、

ご確認くださいますようお願い申し上げます。 

なお、１２月１７日受付の「国際交流＆イングリッシュキャンプ」

につきましては、営利又は商業宣伝の意図があることから不承認とし

ました。教育委員会の後援についての説明は以上です。 

 

教育総務課から後援承認に関して報告がありました。 

その他に何かございますか。 

 

＜特になし＞ 

 

特に無いようですので、教育長報告に移らせていただきます。２月

２０日の定例教育委員会以降の行事等についてです。 

２月２１日は「北部地区学校担当指導主事会」が今回は上里町が担

当ということで、男女共同参画推進センターで開催されました。２月

２５日は定例監査の結果報告がありました。２月２８日は「交通安全

横断旗贈呈式」がＪＡ埼玉ひびきの（本店）でございました。３月１

日は３回目の「地域ぐるみ協議会」がワープ上里で行われました。３

月４日から２１日まで３月定例会が行われ、教育に関する一般質問は、

沓澤議員、戸矢議員、金子議員、髙橋勝利議員、高橋仁議員がされま

した。３月９日は１０月の選挙の関係で延期された「上里東公民館・

児童館まつり」が開催されました。３月１７日、議会で当初予算が否

決され、２１日の議会最終日に修正案が可決されました。３月２３日

は「第３１回乾武マラソン大会」が神保原小学校周辺で行われました。

３月２４日は小学校卒業式、管理職等人事内示でした。３月２６日は

今年度最後の北部地区教育長会議がございました。３月３１日は退職

者辞令交付式が大会議室で予定されております。 

以上、教育長報告とさせていただきます。 

 

続きまして、その他の事項としまして、委員の皆様から何かござい

ますでしょうか。 
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＜特になし＞ 

 

ないようですので、最後に次回の定例教育委員会の日程をお諮りい 

たします。４月２５日（金）午前９時３０分からお願いしたいと思い

ますが、委員の皆様のご都合はいかがでしょうか。 

 

＜了解＞ 

 

では、次回の定例委員会は、４月２５日（金）午前９時３０分から、

３階の教育委員会室で行います。 

 

本日の議事につきましては、すべて終了いたしました。 

以上で、３月の定例教育委員会を閉会とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

会議録署名人（教育長） 

 

会議録署名人（委員） 

 

会議録調製者（教育総務課長） 望月 誠 


